
常滑市新学校給食共同調理場整備事業（DB） 実施方針に対する質問への回答

番号 区分 資料名等 頁 第1 1 (1) ① ア） （a) 質問内容 回答

1 質問 実施方針 2 第1 4

【食物アレルギーの整備方針】
・食物アレルギーを持つ児童生徒が増加傾向にあることを踏まえ、設計時に再
検討
と記載がありますが要求水準書には『小中 60 食上限、幼保 80 食上限』あり
ます。提案段階では記載ある上限食数にて計画、コスト計上と考えて宜しいで
しょうか。

要求水準は記載のとおり「小中 60 食上
限、幼保 80 食上限」です。それ以上の対
処については提案に委ねます。

2 質問 実施方針 2 第1 4
【災害を想定した整備方針】災害時の非常炊き出しが実施できる設備を設置と
記載がありますが対象食数や日数、提供想定品目等はどの様な想定でしょう
か。

500～600食程度/回を想定しています。そ
れ以外は決まっておらず、提案に委ねま
す。

3 質問 実施方針 2 第1 4
基本方針１に「～大規模災害時には炊き出し等ができる施設とする。」と記載
がありますが、どの程度の食数を想定されているのか御教授ください。

No.2参照

4 意見 実施方針 10 第3 3

募集及び選定スケジュール（予定）の「令和3年12月上旬　実施要項等に関す
る質問に対する回答」から「令和4年1月中旬　提案審査書類の受付締切」ま
で、時期によっては期間が短くなる恐れがあります。施設全体に及ぼすような
ことがありますと対応が難しくなりますので、可能な限り期間を頂けるよう御検
討をお願い致します。

質問をいただいた段階で、少しでも早く回
答するよう努めます。

5 質問 実施方針 14 第3 6 (2) ①
イ）
ウ）

－

【個別の参加資格要件（設計業務）】
・イ）で「平成28年以降に竣工した4,000食/日以上の提供能力を持つ～」、ウ）
で「同延床面積3,000㎡以上の公共施設～」とありますが、4,000食/日以上の
学校給食センター（公共施設）の実績は、1件で両方に該当するとの理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおり、4,000食/日かつ3,000㎡
以上の給食センターであれば、両方に該
当するとみなします。

6 質問 実施方針 15 第3 6 (2) ②
イ）
ウ）

－

【個別の参加資格要件（工事監理業務）】
・イ）で「平成28年以降に竣工した4,000食/日以上の提供能力を持つ～」、ウ）
で「同延床面積3,000㎡以上の公共施設～」とありますが、4,000食/日以上の
学校給食センター（公共施設）の実績は、1件で両方に該当するとの理解で宜
しいでしょうか。

No.5参照

7 質問 実施方針 27 別紙3

No.17物価変動リスクについて、建設期間中における一定の範囲を超える資材
物価変動に伴う事業者の費用の増減、との記載ございます。一定の範囲につ
いては、実施要項等の公表時に具体的にお示しいただけるとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

8 質問 実施方針 28 別紙3

建設リスクのうち、No.31用地リスクについて、（市が公表した資料に示されたも
の・・・及び地中障害物は除く）との記載がございます。文中の”市が公表した
資料”とは、要求水準書（案）別添資料2の地歴及び周辺の地質に関する情報
との理解でよろしいでしょうか。
またその他に資料がございましたらご教示ください。

ご理解のとおりです。
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